
登録再生利用事業者 [全事業共通項目]不正転売防止ガイドラインへの対応]    業界自主基準チェックシート                          一般社団法人 全国食品リサイクル連合会 

 

 

 

調査年月日には実際に調査した日付を記入すること 

調査対象欄には 調査対象の会社名を記入すること 

調査者には、審査した人の名前を記入すること 

実施確認の結果評価については、総合的に勘案して不正転売への取組を評価すること 

 

 

☑実施 （実施していることを確認） ☑不可（実施できていない場合にチェックする）  ☑対象外（対象としない項目を確認）☑今後検討（次の更新審査までに取り組む） 

1．不正転売防止措置に関する具体的な取組について 実施 不可 対象

外 

今後

検討 

関係書類 メモ 

不正転売

防止の具

体的な対

策 

社員の持ち帰りや食用利用や転売を禁止し

ているか 

☑ □ □ □ 社員教育（自己消費含め）入社時に口頭で説明するほか、工

場内に当該行為の禁止を掲示。 

 

社員に誓約書を書かせているか □ □ □ ☑ 就業規則・誓約書  

冷蔵庫がある場合、施錠保管しているか □ □ ☑ □   

転売防止の掲示物を掲示しているか ☑ □ □ □ 掲示物  

タグ管理等により食品廃棄物を区分してい

るか 

☑ □ □ □ 容器のバーコードで管理。原則として当日にすべて飼料化。  

適正な料

金での受

託 

地域相場を調べて把握しているか（環境省情

報提供） 

☑ □ □ □ 同業者からの情報、排出事業者からの情報。全食リ連、月間

廃棄物等の情報。 

 

 

原価計算方法について書類を用いて説明で

きるか 

☑ □ □ □ 原価報告書（決算書）  

利益上乗せ部分について書類を用いて説明

できるか 

☑ □ □ □ 原価報告書（決算書）  

地域における一般的な処理料金の半値程度

を下回る価格で受託していないか 

☑ □ □ □ 一廃と産廃で異なるが、相模原市の一廃処理料金は 26円

/kg。産廃は場所・品目によるが、焼却だと 40円台。 

 

処理料金を公示（掲示）しいているか ☑ □ □ □ 工場内に掲示  

適正処理料金受託のため排出事業者への理

解・努力している内容を説明できるか 

☑ □ □ □ 処理料金値上げの説明ペーパーの作成  

 

 

 

調査年月日 調査対象 調査者 区分 確認者 

令和 5 年 10

月 24 日 

会社名㈱日本フードエコロジーセ

ンター 

所属 日本フードエコロ

ジーセンター 

担当者名 高原 淳 

自己チェッ

ク 

代表取締役 

髙橋 巧一 

実施確認の 

結果評価 

 
評価  可・不可 



特記事項 

不正転売防止については、状況・対策は昨年度と特に変わらず、不正転売防止ポスターの掲示と、新入社員に対しては入社時の誓約書提示時に、入社後の社員・契約社員については会議時や個別ミーディング時に 

重ねて注意喚起を行っている。 

 

 

 

総評 

処理料金については、以前にも増して排出事業者のコスト（削減）志向が明確になってきていると感じる。 

さがみはらバイオガスパワー株式会社と連携し、食品循環資源のカスケード利用にワンストップで対応できることをアピールポイントとして、更なる取り組みを行っていきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


